
奈良県警察本部告示第７２号

令和３年５月奈良県警察本部告示第３０号（奈良県行政手続等における情報通信の技

術の利用に関する規則等の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通

信の技術を利用する方法により行うことができる手続等に関する告示）の一部を次のよ

うに改正し、令和４年１月４日から適用する。

令和３年１２月２４日

奈良県警察本部長 大 橋 一 夫

「

１の表道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）の項中 第７８条第１項

「

第７４条の３第５項

を に改め、同項の次に次のように加える。

」 第７８条第１項

」

道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号） 第５条第１項

第８条第１項

奈良県道路交通法施行細則（昭和４８年１２月奈良県 第１１条第３項

公安委員会規則第１４号）

第１６条第１項

１の表警備業法（昭和４７年法律第１１７号）の項を次のように改める。

警備業法（昭和４７年法律第１１７号） 第１０条第１項

第１６条第２項（第１７

条第２項において準用す



る場合を含む。）

第１６条第３項において

準用する第１１条第１項

第１７条第２項において

準用する第１１条第１項

１の表に次のように加える。

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛 第１０条第３項

行の禁止に関する法律（平成２８年法律第９号）

「

「 第７４条の３第

４の(１)の表道路交通法の項中 第７８条第１項 を

」 第７８条第１項

５項

に改め、同項の次に次のように加える。

」

道路交通法施行規則 第５条第１項

第８条第１項

奈良県道路交通法施行細則 第１１条第３項



第１６条第１項

４の(１)の表警備業法の項を次のように改める。

警備業法 第１０条第１項

第１６条第２項（第１７

条第２項において準用す

る場合を含む。）

第１６条第３項において

準用する第１１条第１項

第１７条第２項において

準用する第１１条第１項

４の（１）の表に次のように加える。

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の 第１０条第３項

飛行の禁止に関する法律

「

「 第７４条の３第

４の(２)の表道路交通法の項中 第７８条第１項 を

」 第７８条第１項

５項

に改め、同項の次に次のように加える。



」

道路交通法施行規則 第５条第１項

第８条第１項

奈良県道路交通法施行細則 第１１条第３項

第１６条第１項

４の(２)の表警備業法の項を次のように改める。

警備業法 第１０条第１項

第１６条第２項（第１７

条第２項において準用す

る場合を含む。）

第１６条第３項において

準用する第１１条第１項

第１７条第２項において

準用する第１１条第１項

４の（２）の表に次のように加える。

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の 第１０条第３項

飛行の禁止に関する法律
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